
   上尾市家具転倒防止器具等設置補助金交付要綱  

令和 7 年 3 月 24 日市長決裁  

                    改正  

                     令和 7 年 11 月 24 日市長決裁  

 

 （趣旨）  

第１条 市は、地震等の発生時における家具の転倒、落下及び移動（次条に

おいて「転倒等」という。）による事故を防止するため、上尾市建築物耐

震改修促進計画（建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第

１２３号）第６条第１項の規定に基づき策定した上尾市の区域内の建築物

の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画をいう。）に基づく施策

の一環として、家具転倒防止器具等を自ら設置することが困難である者に

対し、予算の範囲内において補助金を交付する。  

２ 前項の補助金に関しては、その交付に係る手続にあっては上尾市補助金

等交付規則（昭和５４年上尾市規則第４号。以下「規則」という。）第

１７条の規定によりこの要綱の定めるところによるものとし、交付に係

る手続以外の事項にあっては規則第１８条から第２３条までに定めると

ころによる。  

 （定義）  

第２条 この要綱において「家具転倒防止器具等」とは、家具の転倒等の防

止を目的として、当該家具を建物の壁又は柱に強固に取り付ける金物等を

いう。  

 （補助金の交付を受けることができる者）  

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、

市税（国民健康保険税を含む。）を滞納していない者で、次に掲げる世帯

（以下「補助対象世帯」という。）のいずれかに属するもの（以下「補助

事業者」という。）とする。  

 (1) ６５歳以上の者のみで構成される世帯  

 (2) 次のアからエまでのいずれかに該当する者が属する世帯  

  ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に規定する身体障

害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則（昭和２５



年厚生省令第１５号）別表第５号に定める１級又は２級の障害を有す

るもの  

  イ 埼玉県の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けた者で、同制

度の規定する「○Ａ 」又は「Ａ」の障害を有するもの  

  ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２

３号）第４５条第２項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を

受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和

２５年政令第１５５号）第６条第３項に規定する１級又は２級の障害

を有するもの  

  エ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第２７条の規定による要介

護認定、同法第２８条の規定による要介護認定の更新又は同法第２９

条若しくは第３０条の規定による要介護状態区分の変更の認定におい

て、その該当する要介護状態区分が、要介護認定等に係る介護認定審

査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成１１年厚生省令

第５８号）第１条第１項第３号に掲げる要介護３、同項第４号に掲げ

る要介護４又は同項第５号に掲げる要介護５である者  

 (3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める世帯  

 （補助の対象）  

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）

は、補助事業者が市内事業者（市内に事務所又は事業所を有する法人又は

市内で事業を営む個人をいう。以下同じ。）に依頼して行う家具転倒防止

器具等の設置工事（当該補助事業者が居住する住宅において行うものに限

る。以下「器具設置工事」という。）とする。  

２ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

器具設置工事の実施に要する費用（家具転倒防止器具等の購入に要する費

用を含む。以下この項において同じ。）とする。この場合において、一の

器具設置工事に係る施工箇所が複数であるときは、３箇所までに係る器具

設置工事の実施に要する費用を限度とする。  

 （補助金の額）  

第５条 補助金の額は、補助対象経費の額と１万円とを比較していずれか少

ない額とする。  



 （補助金の交付の限度）  

第６条 この要綱に基づく補助金の交付は、一の補助対象世帯につき、１回

を限度とする。  

 （補助金の交付の申請）  

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、上尾市家具転倒防止器具等設

置補助金交付申請書兼請求書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、

市長に申請しなければならない。  

(1) 補助対象事業の完了状況を確認することができる写真（施工前及び施

工後の施工箇所の状況並びに金物の取付けの状況を確認することがで

きるものに限る。）  

(2) 補助対象事業の実施に係る領収書の写し（器具設置工事の実施に係る

補助対象経費にあっては、市内事業者が市内に事務所又は事業所を有す

ることを確認することができるものに限る。）  

(3) 補助事業者が第３条に定める補助対象世帯に属する事実を確認するこ

とができる書類の写し  

(4) 補助事業者が自己又は同居の者以外の者の所有する住宅に居住する場

合にあっては、家具転倒防止器具等設置承諾書（第２号様式）  

(5) 市税に未納がないことの証明書  

２ 前項の規定にかかわらず、同項第３号又は第５号に掲げる書類により証

明すべき事実を市長が公簿等によって確認することができるときは、こ

れらの書類の添付を省略させることができる。  

３ 第１項の規定による申請は、家具転倒防止器具等を設置した日の属する

年度の３月２０日までに、これを行わなければならない。ただし、市長が

特別の理由があると認めるときは、この限りでない。  

（補助金の交付等の決定の通知）  

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し

た上で補助金の交付の可否を決定し、その結果を、速やかに当該申請を

した者（次条において「申請者」という。）に対し、上尾市家具転倒防

止器具等設置補助金交付（不交付）決定通知書（第３号様式）により通

知するものとする。  

（補助金の交付）  



第９条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、速やか

に同条の交付決定通知書に記載された補助金の交付決定額に相当する額

の補助金を申請者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。  

（権利譲渡の禁止）  

第１０条 補助事業者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又

は担保に供してはならない。  

 （免責等）  

第１１条 市は、補助対象事業に関して生じた事故、損害等については、賠

償その他の責任を一切負わないものとする。  

２ 補助事業者及びその者と同一の世帯に属する者は、補助対象事業により

設置された家具転倒防止器具等の撤去について、その責任を負うものとす

る。  

 （関係書類の保管）  

第１２条 規則第２２条の規定により整備する書類及び帳簿は、補助対象事

業の完了の日の属する市の会計年度の翌会計年度から起算して５年間保管

しておかなければならない。  

 （その他）  

第１３条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、

別に定める。  

   附 則  

この要綱は、決裁の日から施行する。  

 


